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第 12章 公共料金の割引等 
 
１ ＮＨＫ放送受信料の減免 
  ＮＨＫの受信料が減免されます。詳しくは、下記窓口にお問い合わせください。 

(１) 全額免除 

  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳を所持している者の世帯全

員が市民税非課税である場合 

(２) 半額免除 

  身体障害者手帳２級以上（視覚・聴覚は等級制限なし）、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級

のいずれかの手帳所持者が世帯主で契約者である場合 

(３) 申請に必要なもの 

  ○印鑑 

  ○身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 

○住民票（全額免除の場合…世帯員全員が確認できるもの、半額免除の場合…契約者が世帯主であ

ることが確認できるもの） 

  ○世帯全員の課税証明（全額免除の場合） 

(４) 証明書の発行窓口 

  福祉事務所障害者支援課（ 0834-22-8387） 

  各総合支所（新南陽・市民福祉課 0834-61-4113、熊毛・市民福祉課  0833-92-0012、 

鹿野・市民福祉課  0834-68-2332） 

(５) 提出先 

  ＮＨＫ山口放送局 〒753-8790 山口市中園町 2 番 1 号（  083-921-3711） 

 

２ ＮＴＴ番号案内の無料 

(１) 対象者 

   ○身体障害者手帳を持っている方で、次のいずれかの障害がある方 

    ア 視覚障害 １～６級 

    イ 肢体不自由（上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害）１～２級 

    ウ 聴覚障害 ２級、３級、４級、６級（令和2年10月～） 

    エ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 ３級、４級（令和2年 10月～） 

   ○療育手帳を持っている方 

   ○精神障害者保健福祉手帳を持っている方 

(２) 申請に必要なもの 

  身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳 

(３) 窓口 

  ＮＴＴふれあい案内（0120-104174 受付時間 午前 9 時から午後 5 時まで－土、日、祝日及び年末年始を除く） 
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３ 携帯電話の割引サービス 

携帯電話の基本使用料や通話料などが割引になります。 

(１) 対象者 

  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

(２) 問い合わせ先 

割引サービスの有無や、割引の内容は会社によって異なりますので、各携帯電話会社にお問い合わ

せ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


